
喜念浜園地ロッジ施設指定管理者募集要項 

 

 伊仙町では、喜念浜園地ロッジを一括管理していただける指定管理者を募集します。 

 

１ 募集の概要 

（１）指定の期間 

  指定日から令和１１年３月３１日までとします。 

（２）施設の概要 

名   称 所  在  地 

喜念浜園地ロッジ 大島郡伊仙町喜念２－１，２－２ 

（３）施設の内容 

  ロッジ、バースハウス、駐車場、散策路、休憩所、公衆トイレ 

 

２ 施設の設置目的及び管理運営方針 

（１）施設の設置目的 

  住民の福祉の増進を図る。 

（２）基本方針 

  指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により、質の高いサービスを利用者に提供

するとともに、住民ニーズの把握及びこれを十分に反映した施設運営が実現できるよう

住民に必要な情報提供等を行い、利用者の増加等を図り、併せて経費の節減を図る。 

（３）維持管理方針 

  施設や設備は、その機能と特性を十分把握した上ですべての施設を清潔に保ち、且つ

その機能を正常に保持するとともに、次年度の運営を視野に入れて、適正な維持管理と

必要に応じた保守点検を行う。 

（４）施設の運営方針 

  ・利用者の安全対策を第一に運営すること。 

  ・利用者に対応する時は、明るい笑顔で挨拶し、親切・丁寧を心がけるように務める

こと 

  ・利用者のニーズを常に把握し、管理運営に反映するように努めること。 

  ・施設内を清潔に保つとともに、光熱水費の削減に努めること。 

（５）法令等の遵守 

  下記の法令の遵守等が求められます。 

  ・地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規 

  ・喜念浜園地ロッジの設置及び管理に関する条例 

  ・喜念浜園地ロッジ施設の設置及び管理に関する条例施行規則 

  ・伊仙町個人情報保護条例 



  ・消防法、消防法施行規則 

  ・その他関係法、条例、規則及び要項 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

（１）施設の管理及び運営に関すること 

 ① 職員の配置等に関すること 

  ア 職員の勤務形態は、施設の運営に支障のないように定めること。 

  イ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

  ウ 職員はできるだけ伊仙町内から採用すること。 

 ② 施設の運営に関すること 

  施設の運営にあたっては、それぞれの施設の設置目的が十分反映されるものであると。 

 ③ 施設の利用に関すること 

  ア 施設の利用申請を受付け、その申請に対して利用許可を行うこと。 

  イ 利用申請時には、利用者からの相談を受け、必要な指導・助言を行うこと。なお、

目的外利用等疑義が生じる相談があった際には、町長と協議を行うこと。 

  ウ 利用者から、利用料金を徴収すること。 

  エ 利用者数や徴収した利用料金等について、報告書を作成すること。書式・記載内

容は協定において定めることとする。 

 ④ 守秘義務に関すること 

  ア 施設を管理運営するにあたり利用者の個人情報を取り扱う場合は、個人情報の適

切な管理のために必要な措置を講じること。 

  イ 業務遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 

（２）施設及び設備の維持管理に関すること 

  指定管理者の負担で、施設及び設備の維持管理を行うこと。 

 ① 保守管理業務 

  ア 建築物及び施設設備等の滅失がないように管理し、且つ美観を維持する。 

  イ 建築設備（給排水設備、空調設備、電気設備等）は日常点検、法定点検、定期点

検等を行い、初期の性能を維持すること。 

 ② 清掃業務 

  施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、清掃業務を適切に行うこと。 

 ③ 設備備品の管理業務 

  ア 施設内備品の保守管理 

  ・施設の運営に支障をきたさないよう、施設内の備品管理を行うこと。 

  ・破損、不具合を生じた時には速やかに企画課に報告を行い補充すること。 

  イ 消耗品 

  ・施設の運営に支障をきたさないよう、必要な消耗品を適宜購入し、管理を行うこと。 



  ウ 新規備品の購入 

  ・施設内の備品以外に指定管理者が必要とする備品が生じた場合には、備品を購入し

管理を行うこと。 

 ④ 施設の改修・修繕業務 

  ア 施設の改修・修繕 

  ・指定管理者は、施設若しくは設備又は備え付けの備品類が毀損し、又は滅失したと

きは直ちにきゅらまち観光課へ報告するとともに、指定管理者の負担により修繕を

行う。 

  イ 施設等の原状回復 

  ・指定管理者が管理を終了した場合は、原状に回復して返還すること。 

（３）その他の業務 

  ア 事業計画及び収支予算書の作成 

  イ 事業報告書の作成 

  ウ 月報及び四半期総括書の作成 

  エ 関係機関等の連絡調整 

  オ 施設および町の広報活動 

 

４ 管理経費 

  町は、指定管理者及び利用者の責めに負わない大破修繕については、指定管理者と協

議し、年度毎に予算の範囲内で修繕を行います。 

（１）修繕の時期 

 指定管理者との協議による。 

（２）区分会計の独立と管理口座 

  指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿類及び経理規定を設けるとともに、

収入及び経費については、団体自身の口座とは別の口座で管理して下さい。 

 

５ 施設の利用料金等 

（１）現在の利用料金 

  条例及び施行規則を参考にして下さい。 

（２）利用料金等の考え方 

  各施設の利用料金は指定管理者の収入として取り扱います。管理運営に係る経費及び 

 施設料金等各種料金については、各施設の管理に関する業務の収支予算書（様式第３号） 

 において提案して下さい。 

 

６ 管理運営状況に関するモニタリング 

 ・指定管理者により、施設が適正に運営されているかどうかを確認するため、町は定期



的及び随時にモニタリングを実施します。 

 ・指定管理者は、町が指定する報告書を提出する義務があり、運営状況が適正でないと

認められる場合は、町は指定管理者に対して改善勧告を行います。 

７ 指定管理者と伊仙町の責任分担 

項   目 指定管理者 伊 仙 町 

運営の基本的考え方 ◎ ○ 

（条例・規則事項） 

広報 ◎ ○ 

施設の管理運営 ◎  

施設等の物品の管理 ◎  

必要な消耗品の購入 ◎  

備品の購入及び管理 ◎  

施設の法的管理（占用・行為

許可） 

○ 

（受付・書類交付事務） 

◎ 

苦情対応 ◎ ○ 

事項対応 ◎ ○ 

災害復旧 ○ ◎ 

施設の改善、改修等 ◎ ○ 

施設の賠償保険・火災保険 ○ 

（保険範囲は協定で） 

◎ 

包括的管理責任者  ◎ 

 

８ 申請の資格 

（１）団体であること（法人格の有無は問わない） 

（２）団体又はその代表者が次の者に該当しないこと。 

  ア 法律行為を行う能力を有しない者 

  イ 破産者で復権を有しない者 

  ウ 伊仙町工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止期間中の者 

  エ 会社更生法第１７条又は民事再生法第２１条の規定による更生手続き中の者 

  オ 最近１年間の法人税、消費税、地方消費税及び町県民税を滞納した者 

 

９ 提出書類 

（１）指定申請書（様式第１号） 

（２）指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に

関する各年度の事業計画書及び収支予算書 

（３）定款又は寄付行為の写し及び登記簿の謄本（法人以外の団体にあっては、会則等） 



（４）当該団体の前事業年度の賃借対照表及び財産目録 

（５）前４号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 

10 募集の手続き 

（１）受付場所：伊仙町きゅらまち観光課 

（２）受付期間：令和６年４月３０日（火）から令和６年５月１３日（月）まで 

（３）受付時間：午前８時１５分から午後５時１５分まで（土・日・祝日を除く） 

  伊仙町役場きゅらまち観光課電話番号：８６－３１３３ 

 

11 応募者説明 

  応募方法、応募書類、指定管理者の業務等についての説明は申請書配布時に個々に応

じます。 ※ 提出期限以降の申請書類の変更及び追加は認めません。 

 

12 指定管理者の選定等 

（１）指定管理者選定の方式 

  ・指定管理者の選定は書類審査を採用します。 

  ・指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置し、選定委員会が指

定管理者の候補者を決定します。 

（２）応募者の審査 

  ・担当部局において書面審査を行い、その結果を選定委員会に報告します。 

  ・選定委員会においては、担当部局の審査結果並びに必要に応じてプレゼンテーショ

ンを実施し、指定管理者の候補者を決定します。 

（３）審査結果の通知及び公表 

    審査結果については、応募書類を提出した応募者全員に対して通知するとともに

町の掲示板へ掲示等により公表いたします。 

（４）協定の締結 

    伊仙町と指定管理者の候補者は、細目について協議を行い、指定議案及び予算の

議決後正式に協定を締結します。 

 

13 選定の基準等 

（１）選定基準 

    伊仙町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例第４条の規定

によります。 

  ア 事業計画書による公の施設の運営が、住民の平和利用を確保することができるも

のであること。 

  イ 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理



に係る経費の縮減が図られるものであること。 

  ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであ

ること。 

（２）審査項目 

    伊仙町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則に基

づき審査を行います。 

  ア 管理運営にあたっての経営方針 

  イ 安全安心面からの管理の具体策など特徴的な取り組みについて 

  ウ 施設の管理について（職員の配置、職員の研修計画、経理） 

  エ 施設の運営について（年間の自主事業計画、サービスを向上させるための方策、

利用者の要望の把握及び実施策、利用者のトラブルの未然防止と対処法） 

  オ 個人情報の保護の措置について 

  カ 緊急時対策について（防犯、防災の対応） 

  キ 団体の理念について（団体の経営方針、指定管理者を申請した理由、施設の現状

に対する考え方及び将来展望 

 

14 応募に際しての留意事項 

（１）応募内容の変更禁止 

   提出された書類の内容を変更することはできません。 

（２）虚偽の記載をした場合の取り扱い 

   応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

（３）応募の辞退 

   応募受付後に辞退する場合は、辞退届けを提出して下さい。 

（４）費用負担 

   応募に関して必要となる経費は、応募者の負担とします。 

 

15 指定管理者の取り消し等 

   指定管理者の優先交渉権者が、正当な理由なくして協定の締結に応じない場合、指

定管理者による事業の履行が確実でないと認められる場合、または、著しく社会的信

用を失う等により指定管理者としてふさわしくないと認められる場合は、指定管理者

の指定の決定を取り消すことがあります。 

 


